
特 集

～小金井・小平の地域と会員をつなぐ～

さぽたま通信

 「��書�我が�には必�ないわ。�かに�すよ
うな財�もないもの」Ａさん（７０代女性）は、
友�に笑いながらそう�いました。
 Ａさんは、夫のＢさんと⼆�暮らし。⼆�の間
には�がなく、Ａさんご⾃�のきょうだいとは仲
が良いものの、Ｂさんの兄・�とは�り�いが�
く、�年�流がありません。夫�の主な財�は、
夫�義になっているご⾃宅の⼟地・�物、夫の�
�金の�り�まれた夫�義の預金です。Ａさんは
ずっと専業主�でしたので、ご⾃��義の預金は
�なく、夫�で築き上げた財�はほぼ夫�義にな
っていました。
 万が⼀、Ｂさんが�くなってしまった場�、Ｂ
さんの��はどうなってしまうのでしょうか。こ
の場�、Ａさんが�財�を相�することはでき
ず、��により�められたＢさんの「��相��」
�員が「����協�」を⾏い、協�書に署�・
押�（��）し、それに������書を�付し
なければ、Ｂさんの不動�の�義�更も預金⼝�
の��も⾏うことができません。Ｂさんの��相
��は、�のＡさん（��相��４�の３）、Ｂさ
んの兄・�（��相��４�の１）となり、兄・
�が相���をしたり�得�の減�に�じたりし
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遺⾔は最後の贈り物
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ない�りは、夫�義の���体の４�の１に相当
する財�を兄・�に�さなければなりません。 
 このような事�を�ぐことができるのが、��
です。Ｂさんがお元気なうちに「�財�をＡに相
�させる」旨の��を作成しておけば、Ｂさんが
�くなった�、Ｂさんの兄・�の同�がなくて
も、��に��された�りに相�⼿�を⾏うこと
ができて、Ａさんが苦労することはありません。
 ��を⾏ったほうが良いケースとしては、Ａさ
ん、Ｂさんのようにお��がいらっしゃらない場
�の他、相����の�・団体に��を�したい
場�や、�に��を�したくない相��がいる場
�、先夫・先�との間に�がいる場�などが挙げ
られます。��により、⾏政書⼠などの専⾨�を
「���⾏者」に指�することで、��の相�⼿
�を専⾨�に�頼することができ、相��に負担
をかけずに�むこともメリットの⼀つです。
 Ａさんのように、��は「お金持ち」のための
制度だと思っている�も�いのですが、そうでは
ありません。��があることで�された�々を�
せにしたり苦労を�なくしたりすることができる
――��は⼤切な�々への��の�り物と�える
のではないでしょうか。 １

武蔵野公園



���開��
 令和7年2⽉2⽇（⽇）、⼩平��⼩金井南���にて、令和6
年度���開��「�から�えよう おひとり�の�活」（主
�:東�都⾏政書⼠���中央��、��:⼀��団��相��
⾒シニアサポート��）を開�いたしました。
 �⼀�では⾏政書⼠����員による「⽼�の��のために:
成年�⾒・��事��任・��etc」と題し、�いで⾏政書⼠
�井���員による「おひとり�の�活��」と題して2つの
��を⾏いました。どちらの��も�体的事例�び���料を
挙げて�処��等�かり易く��しましたので��者は��に
�かれておりました。
 �⼆�では、��者の中で希�された�に�して、当���属の⾏政書⼠が�料相�を�りました。
相�者からたくさんのご�問をいただき、�了時間まで相�が�きました。
 �回は20�の�員に�し、それを上回る28�の申�みがありましたが、当⽇の��が�予�であった
ため�件��の��があり、�果として���20�、相��3�の��となりました。��者からは、
「��も同じような���があったら��したい。」という声を�くいただきました。来年度も開�の
予�ですので、よろしくお願い申し上げます。

令和6年度活動報告
�15回���
 令和6年10⽉10⽇（⽊）、⼩平��⼩金井南���にて、前回
���の�2�として、「そこが知りたい�成年�⾒業�で�立
つ⽣活保�の知識・�⽤�」の���を開�しました。�師は、
�き�き、元⼩金井���保��地域���⽣活���主事・
���也�にご担当いただきました。�めて��する受�者の
ために、「⽣活保�のしおり」に�った基�的事項（申�時の持
物、�否��、受�までの流れ、保�の内�、⼀時扶助）の種�の��を��に⾏って頂いた�、�⽤
的な�野として、��している�が受けられる「�療単�」、��扶助を受ける場�の⼿�の流れ、�
界�措�のあらましなど、かなり専⾨的な内�についても��いただきました。�半は、⼀�に馴染み
のない�野ですが、�⾒�にとっては�わりの�い領域ですので、⼤��に立つものとなりました。ま
た、�回は、「ケースワーカーの⽇常」と題して、�師の体��や苦労�もお�きすることができまし
た。このような��した�義内�を�映して、受�者からは、アンケートにおいて、�めて�い�価を
頂きました。

�告�三� 友�

�告�並⽊ ⼀郎
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�告�霜⿃ ��恵

�16回���
 令和7年2⽉17⽇（⽉）、マロンホール（東⼩金井�開��念�
�）にて、�16回���を開�しました。�回のテーマは「相�
業�のいろはと��⼿�き。国����とデジタル��に�えて」
で当��の⾏う���では�めてとなる「相�⼿�き」に��し
た���でした。�師には16年�上にわたり相�⼿�きに従事し
てこられた、東�都⾏政書⼠���中央��副���⽚��⼆先
⽣に�めていただきました。
 当⽇は当���員だけにとどまらず、⾏政書⼠�の他��からも��していただき相�業�の�た
な知⾒を�ぶことができました。
 ��者からは「��な�料を共有していただきありがたい」「⾃�の��から来る��的な内�がよ
かった」と�くの喜びの声をいただきました。
 相�も�⾒も⽇々の知識のブラッシュアップは⼤切です。��も���をはじめ�員間の情�共有
を⾏い、地域の��により良いサービスを提供してまいります。



相続・事前準備等について
 �から⼗�年前、�がまだ⾏政書⼠ではなかっ
た�、�年を�えた�が、��「��書を作って
みたいと思う。」と�い�しました。「�の回りの
ことをきちんとしておこうかと思って、いろいろ
�理するのがいいかなと。�で相�でもスッキリ
するだろうし。」そういう�に、�たち��は、
「そんなに財�があるわけでもないし、⾻⾁の�
いはおきないだろう。」と⼀笑に付し、その���
について�題になることはありませんでした。
 �年�に�は�くなり、なんとか相�⼿�きを
�め、⼿�きはもう�んだと思っていた10ヶ⽉
�、年��未�の�知なるものが�きました。�
員であったことを�めて知り、�いで��⼿�き
をしました。�年�、�度は古物���更�の�
知が�き、まだあったのかと思いつつ指⽰された
��署へ。��が��したことを�えてもすぐに
は����できず、⾯�な⼿�きをとってようや
く���⽌をしたということもありました。

 ⾏政書⼠になって、�⾒や��事�の�任�
�、��書の�正�書作成�援に�わるように
なりました。ご��の希�を伺いながら作成を
�めていく中で、�ご⾃�が�わっていること
や⼤事にしたい�たちのこと、何を�したいの
か、そして⼿�きが必�なことなど�かめなが
ら書�を作成していきます。�し�いを重ねて
何度も�正・�筆し、�正�書として�成した
ときに、ご��が「これで��した。」とほっと
した�情になられると、
�も�しくなります。
 �の�もこんな��
�が�しかったのかも
しれない、と�の�は
�の気持ちが�し�か
ったように思えます。

会員寄稿
�告��� 順�

３

�員���
 令和6年6⽉12⽇（�）、⼩平��⼩金井南���にて、令和6年度�1回�員���「ケースワークの
�則について」を開�しました。
 当��の�員は、�⾒業�に積�的に�り�んでおります。�⾒業�は「ケースワーク」です。お⼀
�お⼀�のニーズに�り�い�援していくためには、どうしたらいいのか。また、どのようにご��と
向き�っていったら良いのかなどを、���が��する『バイステックの7�則』の中から、いくつか
を�り上げ、�体的にご��しました。
 例えば、「個別�の�則」。つい、�たような事例を⽬にすると、�回も同じであろうと��してしま
いがちです。しかし、�1�として同じ�えの�はいません。お⼀�お⼀�に�った�わり�や、「�」
その�に必�なことは何かを⾒�められるよう、しっかりアセスメントしながら��していくことが⼤
切です。そして、「⾃⼰決�の�則」。つい、�援者はご��のために何とかしてあげたいとの想いか
ら、前のめりになってしまいがちです。しかし、�援者はあくまで�援者であり、ご��の未来を決め
る�択�・決��を持っているのは、ご��⾃�です。そのため、�援者の�える”正�”をご��に�
いたり�くのではなく、ご��⾃�が�思決�を⾏うことができるよう、「�択するための�援」をし
ていくことが、�⾒�には�められています。
 これからも�びの��を�けながら、�⾒�としての専⾨性と��⼒を
�めてまいります。

�告��� 愛

事例発��・�員���
  令和6年9⽉11⽇（�）、⼩平��⼩金井南���にて、正�員を��に、令和6年度事例発��を開
�しました。「��」をテーマとして、事前に⾏った�員アンケートをもとに、��先��となる��
団体等に�する情���や、���⾏者として��で苦労したこと、気を付けたほうが良いことなどの
�⾒��を⾏いました。
 それらを踏まえて、令和6年12⽉11⽇（�）、同�場にて、令和6年度�2回�員���を開�し、「�
�と�金」をテーマに、不動�の�算型��における���得�、不動�を��する場�のみなし��
�得�などについて��しました。

�告�久保 晶�



編集後記

当法人にお気軽にご相談ください
法定後見

●成年�⾒�等��者のご��
…�����の��による�⾒

見守り事務
●⽇常⽣活⾒�り等�任��
…⽇常⽣活の�りごとのご相�・⾒�り
●⽇常的金��理等�任��
…��のお預かり・�⽤のお��い

任意後見
●財��理等�任��
…⾜�が不⾃由な場�などの財��理等
●任��⾒��
…�来に�えた��に基づく�⾒

死後の整理事務
●��事�の�任��
…ご�儀・��の�理事�
●��
…��作成・相�に�するお⼿�き

さぽたま���8�をお�み頂きありがとうございました。当��は街の�律�として、⽼�の万が⼀の�え
となる�々なサポートをご⽤�しております。「�に何を�けばよいのかわからない」、「�来が漠�と不�」
といったことでも構いません。是�⼀度さぽたまにご相�ください。��の不��消
の⼀助となりますよう、お⼀�お⼀�に担当者が�⾛いたします。��ともどうぞよ
ろしくお願いいたします。（⼤���）

４

成年�⾒�・保��・�助���       
⽇常的金��理�任����                       
任��⾒����                                      
���⾏者への指�                          

※当��の��を�じて当��員（または�員の�属する��）が受�した
 受任��です。

当法人受任実績

（令和7年2⽉28⽇現在）

10件
12件
35件
12件

⽇常⽣活⾒�り等�任����
財��理等�任����
��事�の�任���� 
その他

55件
  7件
14件
42件

令和6年度活動報告
▼�員���
 令和6年  6⽉12⽇（�） 令和６年度�１回�員���「ケースワークの�則について」
 令和6年12⽉11⽇（�） 令和６年度�２回�員���「��と�金について」
▼���
 令和6年10⽉10⽇（⽊） �15回���
              「そこが知りたい�成年�⾒業�で�立つ⽣活保�の知識・�⽤�」
 令和7年  2⽉17⽇（⽉） �16回���
              「相�業�のいろはと��⼿�き。国����とデジタル��に
                       �えた��の相�業�に必須な知識を�ぼう。」
▼���開��・相��
 令和7年  2⽉  2⽇（⽇） 令和6年度���開��
              「�から�えよう おひとり�の�活」�び個別相��
▼�師��・相�員��
 令和6年11⽉29⽇（金） ⼩金井�����協��主�
             2024年度�1回成年�⾒制度等���発���
              「⽼いじたくを�える−成年�⾒制度・��事��任��−」
 令和6年11⽉29⽇（金） ⼩金井�����協��主�「相�・��・成年�⾒制度相��」
 令和7年  2⽉27⽇（⽊） ⼩金井�����協��主�
             2024年度�2回成年�⾒制度等���発���
              「⽼いじたくを�える−相�・��・成年�⾒制度−」


